
第二版はしがき

本書の初版の公刊後すでに６年を経過し，今日に至るまで，農業協同組

合法はすでに９回にわたる改正が行われている。先般の第１８９回国会におい

ては，農業協同組合法等の一部を改正する法律等の法律が成立し，平成２７年

９月４日に法律第６３号として公布された。

この度の改正は，戦後の農業協同組合法にアメリカの制度にならって導入

された専属利用契約の制度や戦後間もなくこれもアメリカの制度を参考に導

入された回転出資制度など，協同組合法制上，重要な意義をもっていた制度

の廃止をはじめ，昭和２９年の改正で創設された農業協同組合中央会制度を廃

止する一方，組合の事業目的に関し新たな役割を付加するとともに理事およ

び経営管理委員の構成に関する新たな規制の導入など協同組合制度の性格に

変更をもたらす内容の改正を含むものとなっている。このほか，組合の新設

分割や組織変更等，いわゆる組織再編行為に係る新たな規定の整備や従来の

実務に影響を与える規定の整備など，重要かつ広範な内容の改正が行われて

いる。

平成２７年の改正は，経過措置のあるものを除き，平成２８年４月１日から施

行されることとなっている。そこで，今回の改訂にあたっては，この２７年の

改正はもとより，初版刊行後の改正内容をフォローした内容になるよう見直

しを行った。また，あわせて引用文献についても補充も含めて必要と思われ

る見直しを行ったほか，本書の初版第１刷以降判明した誤植等についても，

この機会に改めさせていただいた。

なお，改正事項によっては，未施行のものがあるが，煩雑になることを回

避するため，内容は改正内容が施行されたこと前提に解説をしていることを

あらかじめお断りしておく。

新たな内容を追加したことなどもあり相当の見直しとなったが，本書が旧

版同様に，読者の皆さんに活用され，理論と実務の双方の進展に多少なりと

も貢献できることになれば幸いである。

最後に初版の刊行以来多大の配慮をいただいた経済法令研究会の菊池一男



氏をはじめ，編集部の皆さんには，この場を借りて厚くお礼を申し上げる。

平成２８年３月吉日

明田 作



はしがき

昭和２２年に農業協同組合法が公布されてから，６０年余の歳月が経過した。

立法当時の社会事情・背景は，大きく様変わりし，農業協同組合自体の内容

も複雑で膨大なものとなった。

筆者が実務家の立場から農業協同組合法にかかわりをもつようになったの

は，昭和５０年代の後半のことであるが，幸いにも，それ以来今日に至るまで，

農業協同組合法の実務の世界に身を置くことが許されてきた。この間，都道

府県中央会等の実務家からの照会等を通じて絶えず刺激を受け，また法律改

正の過程を通じ，農林水産省の関係者の方々からも絶えず刺激を受けながら

問題意識を持ち続けることができたことを感謝している。

ところで，会社法の議論や業績は，百花繚乱であるが，残念ながら協同組

合法の分野に関しては，みるべきものは極めて限られている。参考文献に掲

げたように，昭和２０年代後半から３０年代にかけ優れた解説書や研究があるほ

かは，４０年代から５０年代にかけては大塚喜一郎博士の協同組合法の研究業績

が残っているだけである。近年では，平成１１年に刊行された村山光信弁護士

の中小企業等協同組合法の解説書が，判例・学説の紹介を含み体系的なもの

となっているほかは，各協同組合法に関する簡単な逐条解説書があるにすぎ

ないのが現状である。

これまで，農業協同組合監査士の受験者のための講義等を通じて，単なる

知識を得るだけでなく学習のためのまとまった参考書の必要性を痛感し，ま

た実務家に役に立つような内容の解説書が必要であるとの意識を強くもちな

がら，途中で頓挫し，早１５年ほどの歳月が過ぎてしまった。幸いにも，平成

１９年に，昭和４８年入会後長年勤務した全国農協中央会を辞め，農林中央金庫

の嘱託として転出することとなった。それを機会に気持ちも入れ替わるとと

もに，必要な環境にもご配慮をいただけたこともあり，還暦を迎えるまでに

はまとめ上げる決意を固め，ようやくここに至り完成まで漕ぎ着けることが

できた。

本書の構成は，２編に分け，第１編で，農業協同組合法の法制史を概観し，



第２編を農業協同組合法の解説にあてることとした。第１編で，わが国最初

の協同組合の実定法である明治３３年（１９００年）の産業組合法の立案まで遡っ

て農業協同組合法の沿革を概観したのは，農業協同組合の制度論として側面

においては，法制史的な考察も重要であろうと考えたからである。第２編は，

本論にあたる部分であるが，そこでは，農事組合法人制度（法第２章の２），

中央会制度（法第３章），特定信用事業代理業（法第４章の２）および監督

（法第５章）を除き，現行農業協同組合法全般について解説をしたものであ

る。

全体として読んで理解しやすいように，出典，引用，その他私見や議論の

ある部分等については，後注を付して記述した。注書きが多くなり，読みに

くくなった部分があるかもしれないが，各自の進んだ学習や研究等に資する

ことができるのではないかと考えている。なお，本編で説明が不足する部分

を補う目的と，現行農業協同組合法の理解の助けのために，付録として，原

始農業協同組合法の条文と改正履歴を付した。

本書は，ある意味において，筆者が独学で辿った足取りのようなものであ

る。非才を省みずに本書を公刊しようと決意したのは，農業協同組合法の理

論と実務に役に立つ解説書が必要であると考えたからであるが，制度論とと

もに農業協同組合法の理論と実務の双方に多少なりとも貢献できる内容にな

ったのではないかと自負をしている。足りない部分は，筆者のライフワーク

として引続き研究を続けていきたいと考えているが，本書に対する識者のご

批判等をいただければ幸いである。

都道府県中央会等の実務家および農林水産省の関係者の方々からの刺激を

はじめ，新たな環境を提供していただいた農林中央金庫さらには農林中金総

合研究所のみなさんの理解がなければ本書が完成することはなかったもので

あり，ここに深く感謝を申し上げたい。

最後に，本書の出版を快く引き受けていただいた（株）経済法令研究会，

そして刊行に当たり大変お世話になった同社の菊池一男氏および大沢竜典氏

には，この場を借りて感謝を申し上げる。

平成２２年２月吉日

明田 作



追伸

本書の執筆中にも農業協同組合法の改正が行われている。すなわち，平成

２１年６月１０日公布の「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一

部を改正する法律」（法律第５１号），同月２４日公布の「農地法等の一部を改正

する法律」（法律第５７号），同日公布の「金融商品取引法等の一部を改正する

法律」（法律第５８号），同日公布の「資金決済に関する法律」（法律第５９号）

による農業協同組合法の一部改正である。農地法等の一部を改正する法律に

よる農業協同組合法の一部改正については，改正を踏まえて本文の記述を改

めているが，それ以外の改正によるものは，現時点で未施行であるので，そ

の改正内容は織り込んではいない。したがって，その改正の概要は，本書付

録に掲載した改正履歴によって補っていただきたい。
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第1章

協同組合の意義と性質

1 協同組合とは

協同組合とは何かについては，思想，学問上の立場・視点によってさまざ

まな考えがあり，一律的な定義をすることは容易ではない。しかし，ここで

協同組合の定義を問題にするのは，協同組合の本質の理解を通じ，協同組合

を営利企業や他の同種の団体から区別する基準を明らかにするためであり，

そしてそれは法解釈論ひいては立法論にも直結する問題であるからにほかな

らない。

これまで，さまざまな思想家・学者によって協同組合とは何たるかが定義

・議論されてきたが，国際協同組合同盟（ICA）は，１９９５年のマンチェスタ

ー大会における「協同組合におけるアイデンティティに関する声明」のなか

で，初めて協同組合を定義した。これは，協同組合陣営が国際的に自己認識

したものとして画期的意義を有するものといえる（注１）。

その定義は，協同組合とは，「共同で所有し，民主的に管理する事業体（企

業体）を通じて，共通する経済的，社会的，文化的ニーズや願いを実現する

ための人びとの自主的な結合組織（団体）である（A co－operative is an

autonomous association of persons united voluntarily to meet their

common economic, social and cultural needs and aspirations through a

jointly－owned and democratically－controlled enterprise.）」というもの

である。
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ここから抽出できる協同組合の特質は，①共通的な目的をもった人びとの

自主的な結合体・団体であること，そしてそのニーズや願いの実現という目

的を，②共同で所有され民主的にコントロールされる事業体・企業を通じて

実現するというものであるということ，の２点である。しかし，これだけで

は営利企業や他の団体から区別する基準としては不十分であり，協同組合の

価値とそれを実践していくうえでの指針としての協同組合原則を一体のもの

として理解することが必要であろう（注２）。

ところで，協同組合の概念規定に関する実定法として，独占禁止法（私的

独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律）がある。具体的には，同法２２条

は「この法律の規定は，次の各号に掲げる要件を備え，かつ，法律の規定に

基づいて設立された組合（組合の連合会を含む。）の行為には，これを適用し

ない」とし，協同組合原則を協同組合の法定条件として掲げる。わが国の各

種協同組合法は，独占禁止法２２条が同法の適用を除外している団体を「協同

組合の理想型と認め，この理想型に完全に合致し，又は少なくとも相当の程

度においてこれに接近するように，各協同組合を規制している」（注３）とい

えるので，わが国の法律上，協同組合なるものがどのようにとらえられてい

るかをみておこう。

① 小規模の事業者または消費者の相互扶助を目的とすること。

② 任意に設立され，かつ，組合員が任意に加入し，または脱退すること

ができること。

③ 各組合員が平等の議決権を有すること。

④ 組合員に対して利益分配を行う場合には，その限度が法令または定款

に定められていること。

わが国において，この独占禁止法と各協同組合法が制定された当時の協同

組合原則は，いわゆる「１９３７年原則」であり，それは，第１原則＝加入脱退

の自由，第２原則＝民主的管理（１人１票），第３原則＝利用高分配，およ

び第４原則＝出資利子制限の４つの基本原則と，第５原則＝政治的宗教的中

立，第６原則＝現金取引，および第７原則＝教育の促進の３つの任意原則か

らなっており，４つの基本原則は，ICA加入条件であり，最も重要な原則

として位置づけられていた（注４）。この原則には，独占禁止法の適用除外要
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件の１つである「小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的とする」こと

は現れてこない。これは，相互扶助要件というのは，そもそも協同組合の運

営の原則というより，むしろ協同組合の目的である結成の動機そのものであ

るためであろう。１９９５年の ICAの定義には相互扶助という言葉はないが，

事業を通じて共通の目的を実現するための自主的な結合体ということの当然

の前提であることは疑いがない（注５）。

問題は，原則にも明文がない小規模の事業者または消費者の概念である。

これは，協同組合が資本主義社会における経済的弱者の自衛組織として発達

してきた歴史的経過から自明のことであり，また，協同組合運動に参加する

資格を制限的に明記する必要がなかったからではないかと思われるが，経済

政策上は，協同組合を独占禁止政策のなかに包摂するにあたって避けられな

いものだったのであろう。なお，協同組合法と独占禁止法との関係について

は，別途，後述する。

以上を総合すると，価値基準については，抽象的概念であり，それ自体を

もって他の企業体と区別する基準にはなりがたく，他の企業体と区別しうる

ものは，その目的と運営原則にあるといえよう。

平たくいえば，協同組合は，共通の目的をもつ人々が，自助の上に立ち，

共同で行う事業体（企業）の事業の助けを借りて自己の生活・事業活動にお

ける経済的便益を得ようとするものであり，この点に協同組合の第１のそし

て基本的な特徴が存在する。第２の特徴としては，協同組合の組合員は，同

時に事業体（協同組合）の所有者であり，かつ顧客でもあり供給者でもある

という三位一体性を有する点を挙げることができる。そして，第３の特徴は，

これらと並んで協同組合の人的要素の優位性，すなわち１人１票制に基づく

民主主義の原則がその運営を貫いている点である。以上の３つの特徴が，協

同組合を他の経済主体から区別する，不変で，かつ，本質的な特質であると

いえよう。

（注１） この声明は，協同組合の定義，価値，そして原則からなっているが，その内容

は１９９７年の ICAの総会で承認された ICAの定款５条にそのまま盛り込まれた。

そして，国連の専門機関である国際労働機関（ILO）の「協同組合振興勧告２００２

第１編 緒 論

４



●著者紹介
明田 作（あけだ・つくる）

１９４９年 福島県生まれ。

１９７３年 東京教育大学卒業。

大学卒業後，全国農業協同組合中央会，農林中央金庫嘱託を経て，現在，

農林中金総合研究所・客員研究員（１９９２年から２００５年まで農業協同組合監

査士試験委員，２００３年から２００７年まで日本協同組合学会副会長を務める）。

著書として，『新農協法』（全国協同出版・共著，２００７年），『農業協同組合

の法人税・消費税』（中央経済社・共著，２００４年），『ＩＬＯ・国連の協同

組合政策と日本』（日本経済評論社・共著，２００３年）等がある。

農業協同組合法［第二版］

２０１０年２月２４日 初 版第１刷発行
２０１１年２月２５日 第２刷発行
２０１２年４月１０日 第３刷発行
２０１６年５月２０日 第二版第１刷発行

著 者 明 田 作

発 行 者 金 子 幸 司

発 行 所 ㈱経済法令研究会
〒１６２―８４２１ 東京都新宿区市谷本村町３―２１
電話 代表０３（３２６７）４８１１ 制作０３（３２６７）４８２３〈検印省略〉

営業所／東京０３（３２６７）４８１２ 大阪０６（６２６１）２９１１ 名古屋０５２（３３２）３５１１ 福岡０９２（４１１）０８０５

カバーデザイン／佐藤 修 制作／菊池一男・笹原伸貴 印刷／日本ハイコム㈱

� Tsukuru Akeda ２０１６ Printed in Japan ISBN９７８―４―７６６８―２３８１―３

定価はカバーに表示してあります。無断複製・転用等を禁じます。落丁・乱丁本はお取替えいたします。

“経済法令グループメールマガジン”配信ご登録のお勧め
当社グループが取り扱う書籍、通信講座、セミナー、検定試験情報等、皆様にお役立ていただける
情報をお届けいたします。下記ホームページのトップ画面からご登録ください。

☆ 経済法令研究会 http://www.khk.co.jp/ ☆


	農協01
	農協02
	農協03_目次
	農協04_本文
	農協05_奥付

